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【手続補正書】
【提出日】平成27年6月9日(2015.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＭＥＭＳデバイスを製造する方法であって、
　キャビティ内に包囲される第１の部分及び上記キャビティ外に配置される第２の部分を
有する基板上に、接着層を堆積することと、
　上記第１の部分の上に配置された領域において上記接着層を除去することと、
　上記接着層及び上記基板の第１の部分の上に犠牲層を堆積することと、
　上記犠牲層の上にスイッチング素子を形成することと、
　上記スイッチング素子を上記キャビティ内で包囲することと、
　上記犠牲層を除去することとを含む方法。
【請求項２】
　上記接着層はケイ素を含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　上記犠牲層は誘電体材料を含む請求項２記載の方法。
【請求項４】
　上記誘電体材料は有機誘電体材料である請求項３記載の方法。
【請求項５】
　上記接着層を除去することは、
　上記接着層の上にフォトレジスト層を堆積することと、
　上記基板の第１の部分に対応する、上記フォトレジスト層の選択された領域を感光させ
ることと、
　上記フォトレジスト層を現像して、上記フォトレジスト層の選択された領域を除去し、
これによりマスクを形成し、上記第１の部分の上に配置された領域における上記接着層を
露出させることと、
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　上記露出した接着層をエッチングすることとを含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
　上記接着層を堆積する前に、上記基板の上に電気絶縁層を堆積することをさらに含む請
求項５記載の方法。
【請求項７】
　上記接着層は、有機材料に共有結合したケイ素を含む請求項１記載の方法。
【請求項８】
　第１の部分及び第２の部分を有する基板の上のＭＥＭＳデバイスを製造する方法であっ
て、
　上記基板の第１の部分の上に接着層を選択的に形成することと、
　上記接着層及び上記基板の第２の部分の上に犠牲層を形成することと、
　上記犠牲層及び上記基板の第２の部分の上にスイッチング素子を形成することと、
　上記基板の第２の部分を少なくとも部分的に境界として有するキャビティによって上記
スイッチング素子を包囲することと、
　上記犠牲層を除去することとを含む方法。
【請求項９】
　上記接着層はケイ素を含む請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　上記犠牲層は誘電体材料を含む請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　上記誘電体材料は有機誘電体材料である請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　上記接着層を選択的に形成する前に、上記基板の上に電気絶縁層を堆積することをさら
に含む請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　上記接着層を堆積する前に、上記基板の上に電気絶縁層を堆積することをさらに含む請
求項８記載の方法。
【請求項１４】
　上記接着層は、有機材料に共有結合したケイ素を含む請求項８記載の方法。
【請求項１５】
　キャビティを少なくとも部分的に境界として有する第１の部分及び上記キャビティ外に
配置される第２の部分を有する基板と、
　上記基板の第２の部分の上に配置され、上記第１の部分の上には配置されない接着層と
、
　上記キャビティ内に配置されたスイッチング素子とを備えるデバイス。
【請求項１６】
　上記デバイスはＭＥＭＳデバイスである請求項１５記載のデバイス。
【請求項１７】
　上記接着層は、有機材料に共有結合したケイ素を含む請求項１６記載のデバイス。
【請求項１８】
　上記基板の上に配置された電気絶縁層をさらに備え、上記接着層は上記電気絶縁層の上
に配置される請求項１７記載のデバイス。
【請求項１９】
　上記接着層は、有機材料に共有結合したケイ素を含む請求項１５記載のデバイス。
【請求項２０】
　上記基板の上に配置された誘電体層をさらに備え、上記接着層は上記誘電体層の上に配
置される請求項１５記載のデバイス。
【請求項２１】
　上記スイッチング素子は、誘電体材料において少なくとも部分的にカプセル化される請
求項１５記載のデバイス。
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